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理事会規程 

 
2015.3.24 制定 
2016.5.17 改定 
2017.7.14 改定 

 
（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人日本計算工学会の理事会の運営に関する事

項を定める。 

 
（構成） 
第２条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 
（開催） 
第３条 理事会は、原則として２ヶ月に１回開催する。 

 
（会場） 
第４条 理事会の会場は、会長が指定する。 

 
（召集） 
第５条 理事会は、会長が招集する。 
  ２． 会長に事故があるときは、予め理事会が決議した順序で、副会長が召

集する。 

 
（議長） 
第６条 理事会の議長には、会長があたる。 
  ２． 会長に事故があるときは、前条で定めた順序により、副会長があたる。 

 
（理事会の成立） 
第７条 理事会の成立は、理事の 2/3 の出席を要する。 

 
（決議の方法） 
第８条 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半

数をもっておこなう。 
  ２． 特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録
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により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会

の決議があったものとみなす。 

 
（付議事項） 
第９条 下記事項は、理事会に付議しなければならない。 
 １．社員総会に関する事項 
 ２．役員、役員選挙に関する事項 
 ３．理事会に関する事項 
 ４．会員に関する事項 
 ５．各委員会の委員に関する事項 
 ６．各理事の担当業務および各委員会の業務に関する事項 
 ７．倫理に関する事項 
 ８．表彰に関する事項 
 ９．事務局に関する事項 
 １０．法令手続きに関する事項 
 １１．対外関係に関する事項 
 １２．規定の制定、改訂、廃止に関する事項 
 １３．契約に関する事項 
 １４．予算に関する事項 
 １５．決算に関する事項 
 １６．財産に関する事項 
 １７．寄附に関する事項 
 １８．他学会からの協賛等に関する事項 
 １９．その他、重要な会務に関する事項 

 
（報告事項） 
第１０条 前条により承認された事項を理事が執行したときは、その結果につい

て理事会に報告しなければならない。 
  ２． 会長、副会長及び業務執行理事は毎事業年度毎に４ヶ月を越える間隔

で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならな

い。 
  ３． 前項を除き、理事が、理事及び監事の全員に対し、理事会で報告すべ

き事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告すること

を要しない。 

 
（理事以外の者の出席） 
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第１１条 事務局長は理事会に出席しなければならない。ただし、代理を認める。 
  ２． 監事は１名以上が理事会に出席しなければならない。ただし、やむを

得ない事情で理事会に出席できなかった場合は、後日に理事会配布資

料及び議事録案の確認をもって、理事会への出席があったものとみな

す。 

 
（議事録） 
第１２条 理事会の議事録は、総務担当理事が作成し、理事会の承認を得なけれ

ばならない。 
  ２． 議事録は出席した会長および監事が、これに記名押印又は電子署名を

する。 

 
（規定の変更） 
第１３条 本規程を変更するには、理事会での決議を要する。 

 
 
 


